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ご　
あ　
い　
さ　
つ

　

一
九
八
八
年
、
平
城
宮
跡
東
南
部
に
近
い
平
城
京
内
の
発
掘
調
査
で
、
貴
族
の

邸
宅
遺
構
と
と
も
に
三
万
五
千
点
に
及
ぶ
木
簡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。「
長
屋
王

家
木
簡
」
の
出
土
で
す
。
こ
の
木
簡
群
は
、
そ
の
地
を
長
屋
王
邸
跡
と
確
定
さ
せ
、

こ
れ
に
続
く
二
条
大
路
木
簡
の
出
土
と
あ
わ
せ
て
、
日
本
古
代
史
像
を
書
き
換
え

る
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
そ
の
長
屋
王
家
木
簡
が
出
土
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
〇
年
と
な
り
ま

す
。
今
回
は
こ
れ
を
記
念
し
て
、
実
物
の
長
屋
王
家
木
簡
を
ご
覧
い
た
だ
く
展
示

を
企
画
致
し
ま
し
た
。
保
存
上
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
週
間
ず
つ
の
展
示
と

な
り
ま
す
が
、
奈
良
時
代
の
息
吹
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

終
わ
り
に
、
今
回
の
展
示
の
開
催
に
あ
た
っ
て
ご
後
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
読

売
新
聞
大
阪
本
社
に
対
し
、
篤
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

二
〇
〇
八
年
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構

　
　
　
　
　
　
　

奈

良

文

化

財

研

究

所

長

例　

言

一
、
こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
資
料
館
で
行
う
特
別
企
画
展
「
地
下
の
正
倉

院
展　

長
屋
王
家
木
簡
の
世
界
」
に
ち
な
ん
で
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
（
会
期
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
一

日
（
火
）
〜
一
一
月
三
〇
日
（
日
））。

二
、
木
簡
の
保
存
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
会
期
中
二
週
間
ご
と
に
二
回
の
展
示
替
え
を
行
う
。

三
、
木
簡
の
写
真
は
、
原
寸
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
縮
小
し
て
掲
載
し
た
。
な
お
、
木
簡
写
真
下
部
の
番
号

は
、
今
回
の
展
示
に
お
け
る
通
し
番
号
で
あ
る
。

四
、
本
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
方
々
・
機
関
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
（
敬
称
略
）。

　

中
村
史
人
、
藤
井
雄
三
、
堀
純
子
、
高
松
市
歴
史
資
料
館

五
、
本
書
の
編
集
は
、
企
画
調
整
部
展
示
企
画
室
の
千
田
剛
道
の
協
力
の
も
と
、
都
城
発
掘
調
査
部
史
料
研

究
室
が
担
当
し
、
浅
野
啓
介
が
執
筆
し
た
。
木
簡
の
写
真
は
、
企
画
調
整
部
写
真
室
の
中
村
一
郎
の
撮
影

に
よ
る
。

田　

辺　
　

征　

夫

長屋王邸位置図

長屋王邸
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長
屋
王
家
木
簡

　

今
回
展
示
す
る
の
は
、
平
城
京
跡
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・

七
・
八
坪
の
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
長
屋
王
邸
跡
か
ら
出

土
し
た
木
簡
群
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
、
八
坪
東
南
隅
で

検
出
し
た
全
長
二
七
・
三
ｍ
の
南
北
溝
状
土
坑
Ｓ
Ｄ
四
七
五

〇
（
い
わ
ゆ
る
木
簡
溝
）
か
ら
出
土
し
た
約
三
万
五
千
点
の

木
簡
群
を
「
長
屋
王
家
木
簡
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
ま
た
、

関
連
す
る
木
簡
は
邸
内
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
四
七
七
〇
や
七
坪
内
か

ら
六
坪
へ
と
流
れ
る
蛇
行
溝
Ｓ
Ｄ
一
五
二
五
・
Ｓ
Ｄ
四
一
五

〇
な
ど
か
ら
計
約
三
百
点
以
上
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
も

あ
わ
せ
て
展
示
す
る
。

　

木
簡
に
は
邸
宅
内
に
い
た
人
々
に
日
々
の
米
飯
を
支
給
し

た
伝
票
が
多
く
、
そ
の
支
給
の
宛
先
と
し
て
、
長
屋
王
の
家

族
や
彼
ら
に
仕
え
た
人
々
が
現
れ
て
い
る
。
ま
た
長
屋
王
家

の
所
領
か
ら
食
料
な
ど
を
進
上
す
る
際
の
木
簡
も
あ
る
。
そ

こ
か
ら
は
長
屋
王
家
の
食
卓
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、
長
屋
王
家
木
簡
が
画
期
的
で
あ
っ
た
の
は

歴
史
分
野
に
お
い
て
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
古
代
の
日
本

語
の
実
態
が
読
み
取
れ
る
も
の
も
あ
り
、
国
語
学
・
国
文
学

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
木
簡
の
点
数
の
う
ち
の
大
多
数
を
占
め
る
削
屑
も

長
屋
王
家
木
簡
の
特
徴
を
示
す
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
、
あ
わ
せ
て
展
示
す
る
。
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１　
「
長
屋
親
王
宮
」に
送
ら
れ
た
鮑

の
荷
札
。
こ
の
木
簡
の
出
土
が
、
調

査
地
が
長
屋
王
邸
で
あ
る
と
判
断
す

る
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
た
。
長
屋
王

は
天
武
天
皇
の
孫
で
、
高
市
皇
子
の

子（
後
掲
の
系
図
参
照
）。
令
の
規
定

で
は
親
王
と
王
は
区
別
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
親
王
と
記
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
鮑
を
進
上
し
た
人
々

が
、
長
屋
王
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら

わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

４
・
５
・
８　

長
屋
王
の
家
族
に
米

を
支
給
す
る
際
の
伝
票
木
簡
。

８
の
内
親
王
は
吉
備
内
親
王
の
こ
と

で
長
屋
王
の
正
妻
。
草
壁
皇
子
と
元

明
天
皇
の
間
の
子
で
、
兄
弟
に
は
文

武
天
皇
や
元
正
天
皇
が
い
た
。
こ
の

木
簡
が
記
載
さ
れ
た
頃
、
彼
女
は
長

屋
王
に
匹
敵
す
る
国
家
か
ら
の
給
付

を
得
て
お
り
、
所
生
の
男
女
は
（
長

屋
王
自
身
が
皇
孫
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
）
皇
孫
と
同
じ
扱
い
に
す
る
と

　
 
長
屋
王
と
そ
の
家
族

　

長
屋
王
家
木
簡
に
は
長
屋
王
本
人
の
名
前
を
は
じ
め
、
彼
の

複
数
の
妻
や
子
ど
も
な
ど
様
々
な
家
族
が
現
れ
る
。
一
つ
の
邸

宅
内
に
住
ん
で
い
た
、
奈
良
時
代
の
皇
族
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ

る
木
簡
を
展
示
す
る
。

１

８
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い
う
命
令
が
出
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

４
の
竹
野
王
子
は
後
に
後
宮
で
活
躍

し
た
竹
野
女
王
の
こ
と
で
あ
る
。
長

屋
王
の
姉
妹
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
５
の
安
倍
大
刀
自
は
長
屋
王
の

側
室
の
一
人
。
長
屋
王
と
の
間
の
子

で
あ
る
賀
茂
女
王
の
歌
は
万
葉
集
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

長
屋
王
の
側
室
の
一
人
で
あ
る

１２石
川
夫
人
に
糯
米
（
も
ち
米
）
や
粟

を
進
上
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
を
記

し
た
木
簡
。
勅
旨
と
は
令
の
用
語
で

天
皇
の
命
令
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は

単
に
主
人
に
対
し
て
の
尊
敬
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

主
人
は
長
屋
王
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。

　

長
屋
王
や
そ
の
妻
た
ち
に
米
な
ど

が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時

彼
ら
が
こ
の
長
屋
王
邸
に
居
住
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
。
当
時
の
婚
姻
形

態
・
家
族
形
態
を
考
え
る
上
で
貴
重

な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

１２ ５

４
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・　
　

人
差
し
指
の
末
端
と
各
関
節
の
位
置
に
黒

１６

２３

い
点
を
打
っ
て
本
人
の
識
別
に
用
い
た
木
簡
（
画
指

木
簡
）。
こ
の
タ
イ
プ
の
木
簡
は
長
屋
王
邸
で
初
め

て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
姓
が
な
く
、
間
隔
が
狭
い
の

で
、
子
ど
も
の
奴
婢
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

婢
の
嶋
女
の
年
齢
や
続
柄
を
記
し
た
木
簡
。
素

２９性
が
分
か
ら
な
い
人
々
は
邸
宅
内
で
働
か
せ
て
も
ら

え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

・　

・　
　

邸
宅
内
で
働
く
人
々
へ
の
伝
票
木
簡
。

１３

３２

２２

　

は
長
屋
王
邸
に
詰
め
る
子
ど
も
た
ち
十
四
人
に
飯

１３米
を
支
給
し
た
木
簡
。　

は
邸
宅
の
垣
を
造
る
人
三

３２

人
に
、　

は
土
師
器
を
つ
く
る
女
性
や
ナ
ベ
を
つ
く

２２

る
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
米
を
支
給
し
た
木
簡
。
長
屋
王

邸
に
勤
め
る
人
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
る
木
簡
た
ち
で
あ
る
。

　
　

勤
務
評
定
に
使
わ
れ
た
木
簡
。「
二
田
造
美
知
」

２１は
長
屋
王
家
に
仕
え
た
下
級
官
人
。
長
屋
王
邸
は
長

屋
王
ら
に
仕
え
る
役
人
の
勤
務
評
定
を
行
う
場
で
も

あ
っ
た
。
下
の
写
真
を
見
る
と
、
木
簡
の
側
面
か
ら

横
に
孔
を
あ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
紐
を
通
し

て
カ
ー
ド
の
よ
う
に
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
紙
で
は
代
替
で
き
な
い
機
能
を
持
つ
。

　
 
長
屋
王
家
を
支
え
る
人
々

　

長
屋
王
家
に
は
王
家
を
支
え
る
た
め
の
家
政
機
関
が
国
家
か

ら
与
え
ら
れ
て
い
た
。
長
屋
王
家
木
簡
は
そ
の
家
政
機
関
に
よ

っ
て
記
さ
れ
た
木
簡
群
で
あ
る
。
そ
の
家
政
機
関
に
は
王
家
に

仕
え
た
帳
内
と
呼
ば
れ
る
下
級
官
人
、
技
術
者
、
奴
婢
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
が
勤
め
て
い
た
。
こ
こ
で
展
示
す
る
木
簡
か
ら

は
、
王
家
を
支
え
る
多
彩
な
人
々
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

１６23

２９

１３
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２１

２２

３２

２１の側面にあけられた孔の様子



　　長屋王年表

６７６（天武５）

６９４（持統８）

７０４（慶雲元）

７０７（慶雲４）

７０９（和銅２）

７１０（和銅３）

７１０（和銅３）～７１７

７１５（霊亀元）

７１６（霊亀２）

７１８（養老２）

７２１（養老５）

７２４（神亀元）

７２９（天平元）

誕生。６８４（天武１３）年に誕生の説もある

（この年、藤原京に遷都）

無位から正四位上に叙せられる

（この年、元明天皇即位）

従三位に叙せられ、宮内卿に任じられる

式部卿に任じられる

（この年、平城京に遷都）

（霊亀３）　このころが長屋王家木簡の時代

正妻の吉備内親王所生の男女を皇孫扱いとする

勅が出る

（この年、元正天皇即位）

正三位に叙せられる

大納言に任じられる

従二位に叙せられ、右大臣に任じられる

（この年、聖武天皇即位）

正二位に叙せられ、左大臣（太政官の首班）に

任じられる

吉備内親王が三品から二品に叙せられる  

長屋王らは藤原宮子の尊号についての勅が公式

令と矛盾すると上奏し、聖武天皇はその勅を撤

回する

長屋王の変。長屋王自尽、吉備内親王は自経

夫妻は生馬山に葬られる

平群の里に眠る長屋王夫妻の墓

（左：吉備内親王、中央：長屋王）

（昭和２５～３０年頃　中村一作氏撮影）
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隠
伎
国
（
現
在
の
隠
岐
島
）
か
ら
の
わ
か
め
の

３７荷
札
。

　
　

周
防
国
大
嶋
郡（
現
在
の
山
口
県
周
防
大
島
町
）

４６か
ら
届
け
ら
れ
た
塩
の
荷
札
木
簡
。
通
常
の
約
二
倍

の
幅
を
持
つ
。
こ
れ
だ
け
幅
広
の
荷
札
も
珍
し
い
。

　
　

茄
子
や
冬
瓜
な
ど
の
漬
け
物
の
進
上
状
。
そ
の

４４他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
が
長
屋
王
邸
に
送
ら
れ
て

い
た
。
旧
暦
九
月
の
日
付
で
季
節
感
に
も
あ
ふ
れ
て

い
る
。

　
　

大
根
や
交
菜
（
数
種
の
蔬
菜
を
混
ぜ
合
わ
せ
た

４３も
の
）
を
進
上
し
た
際
の
木
簡
。
山
背
薗
司
（
現
在

の
大
阪
府
河
南
町
）
か
ら
届
け
ら
れ
た
。
十
二
月
四

日
の
日
付
で
進
上
さ
れ
て
い
る
。

　
　

牛
乳
を
邸
宅
に
持
っ
て
き
た
人
に
米
を
支
給
し

３９た
時
の
伝
票
木
簡
。
牛
乳
は
そ
の
後
邸
宅
内
で
乳
製

品
に
加
工
さ
れ
、
長
屋
王
邸
の
食
卓
を
に
ぎ
わ
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
　

大
庭
御
薗
（
現
在
の
大
阪
府
守
口
市
）
か
ら
カ

３８ブ
ラ
を
進
上
し
た
際
の
木
簡
。
馬
二
匹
に
運
ば
せ
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

全
体
と
し
て
野
菜
や
海
産
物
が
多
く
、
肉
類
が
あ

ま
り
見
え
な
い
の
が
長
屋
王
家
の
食
卓
の
特
徴
で
あ

ろ
う
。

　
 
長
屋
王
と
食
卓

　

長
屋
王
邸
に
は
様
々
な
場
所
か
ら
米
・
野
菜
・
牛
乳
な
ど
様
々

な
食
料
が
木
簡
と
と
も
に
送
り
届
け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の

食
料
が
送
ら
れ
て
き
た
際
に
使
用
さ
れ
た
送
り
状
や
荷
札
を
中

心
に
展
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
か
ら
は
長
屋
王
家
の
食
卓
に

思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３７

４６



－ 10 －

３８

３９ ４３
４４



－ 11 －

　
　

片
岡
（
現
在
の
奈
良
県
王
寺
町
・
香
芝

５０市
）
か
ら
蓮
の
葉
を
進
上
し
た
際
の
木
簡
。

片
岡
に
あ
っ
た
薗
で
働
い
て
い
た
人
々
の
給

料
を
請
求
し
て
お
り
、
一
三
〇
〇
年
前
の
雇

用
関
係
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

木
上
（
現
在
の
奈
良
県
橿
原
市
付
近
）

５３か
ら
糯
米（
も
ち
米
）を
進
上
し
た
際
の
木
簡
。

　
　

山
口
御
田（
場
所
は
不
明
）で
働
く
人
々

４９へ
の
米
や
塩
の
支
給
に
関
す
る
木
簡
。

　
　

長
屋
王
邸
に
馬
を
管
理
す
る
部
署
が

５８あ
っ
た
こ
と
を
示
す
木
簡
。
信
濃
・
甲
斐
・

上
野
出
身
の
人
々
に
米
を
支
給
し
た
伝
票
木

簡
。
こ
れ
ら
の
国
は
古
代
か
ら
名
馬
の
産
地
。

馬
を
制
す
る
も
の
は
国
家
も
制
す
る
か
。

　
　

摂
津
（
現
在
の
大
阪
府
の
一
部
）
に
い

５６た
、
税
を
扱
う
役
人
が
長
屋
王
邸
に
手
紙
を

進
上
し
た
際
の
木
簡
。
日
本
で
最
も
物
資
が

集
ま
る
港
が
あ
る
摂
津
と
長
屋
王
家
と
の
密

接
な
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
枚
の
板
材

を
二
枚
に
割
り
、
そ
の
間
に
紙
の
文
書
を
挟

ん
で
機
密
性
を
高
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

木
簡
を
封
緘
木
簡
と
呼
ん
で
い
る
。「
封
」

の
字
の
左
上
が
一
部
横
に
白
く
抜
け
て
い
る

の
は
、
木
簡
に
紐
が
結
ば
れ
、
そ
の
上
か
ら

墨
書
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
 
長
屋
王
家
の
経
済
基
盤

　

長
屋
王
家
は
畿
内
近
国
に
あ
っ
た
所
領
を
は
じ
め
と
し
て
、

様
々
な
経
済
基
盤
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
食
料
に
と
ど
ま

ら
ず
、
様
々
な
物
品
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
展
示
す
る
木
簡

か
ら
は
長
屋
王
家
の
豊
か
で
多
様
な
経
済
基
盤
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

５０

５３
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長
屋
王
の
移
動
に
付
き
従
っ
た
帳
内
（
国
家

６７か
ら
与
え
ら
れ
た
従
者
）
ら
に
米
を
支
給
し
た
時

の
伝
票
木
簡
。
通
常
天
皇
に
つ
い
て
用
い
る「
幸
」

（
み
ゆ
き
）
の
文
字
を
用
い
、
し
か
も
「
行
幸
」

で
は
な
く
「
幸
行
」
と
記
す
。「
み
ゆ
き
」
と
い
う

訓
を
意
識
し
た
表
記
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
帳
内
は

律
令
で
は
親
王
や
内
親
王
の
従
者
の
こ
と
を
い
い
、

長
屋
王
の
従
者
は
該
当
し
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
の

木
簡
群
で
は
ほ
ぼ
帳
内
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ

も
「
と
ね
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
親
王
の
表
記
に
つ
い
て
は
１
の
木
簡
も
参
照
）

　
　

和
風
漢
文
で
書
か
れ
た
文
書
木
簡
。
長
屋
王

６１家
の
所
領
の
現
地
責
任
者
か
ら
の
手
紙
。
裏
面
最

後
の
文
字
「
宜
」
は
、
文
末
に
あ
る
こ
と
か
ら

「
よ
ろ
し
く
〜
べ
し
」
と
は
読
ま
ず
、
単
に
「
〜

べ
し
」
と
読
む
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

和
風
漢
文
で
書
か
れ
た
命
令
。
主
人
の
口
頭

６３命
令
が
文
章
化
さ
れ
て
い
る
。「
価
を
計
り
て
」は

漢
文
な
ら
「
計
価
」
と
書
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
価
計
」
と
日
本
語
の
語
順
で
記
さ
れ
て
い
る
。

朱
沙
は
顔
料
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
 
長
屋
王
家
木
簡
と
日
本
語

　

長
屋
王
家
木
簡
に
は
漢
文
体
で
は
な
く
和
文
体
で
書
か
れ
た

も
の
が
多
く
存
在
し
、
日
本
語
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
も
貴
重

な
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
か
ら
一
三
〇
〇
年
前

の
日
本
語
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６７

６１
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塩
殿
に
あ
る
米
の
進
上
に
つ

６５い
て
記
し
た
文
書
木
簡
。
裏
面
の

二
行
書
き
「
又
申
」
以
下
は
現
在

で
い
う
追
伸
の
よ
う
な
も
の
。
そ

こ
で
は
雇
っ
て
い
る
人
々
の
食
料

を
請
求
し
て
い
る
。

　
　

医
師
の
許
母
を
急
い
で
呼
び

６０出
す
よ
う
に
命
令
し
た
も
の
。
漢

文
で
は
文
末
の
助
字
と
し
て
使
わ

れ
る「
矣
」も
こ
の
木
簡
で
は「
を
」

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
許
母
」

は
後
に
『
続
日
本
紀
』
に
も
現
れ

る
有
名
な
医
師
で
あ
る
。

６５

６０




